
 

 

 

 

 

 

ＳＵＫＡＧＡＷＡ  ＣＩＴＹ  ＰＬＡＮＮＩＮＧ 

「誇りと愛着が持てる  

         都市
ま ち

づくり」 

須賀川市 

 

 



－ －

地  

須賀川の ー  

本市は、福島県の 中 に し、東西に 37.9 、 に 16.5 、面積は279.43 を し、 は郡山市、

は鏡石町、 川村 村、東は平田村、西は郡山市 村に接しています。

市内中 部を 川と 川が れ、東に 地、西に 山 の山 を 、 かな 地に発 し

たま です。一 、市街地を 農業地 は、 な土 のもと、 作りを中 に、 や 物の生 地となって

います。

域 としては、1973年(昭和48年)に東 動 道須賀川 ー ジが開設し、1993年(平成5

年)3月には市の東部に福島 が開 しました。この他に 道4号、 道118号、 道294号、 東 、 東

本 郡 が り、県内でも の に れた地域の一つとなっています。

  
本市の は 、 ・ から近 までの の が発見されて り、 、名 、 念物 の や県

指定の文化 が あります。江 には物 の 散地として、また 業 ・文化の中 地として 、 街道

指の 場町となりました。

本市は1876年( 9年)6月に本町村、中町村、 町村 道場町村の4村が合併して須賀川村となり、1889年(

22年）4月の町村制施行により、 村の一部が 合併して須賀川町となりました。1954年(昭和29年)3月に須

賀川町、浜田村、西袋村、稲田村 小塩江村の1町4村が合併して市制を施行し須賀川市となり、1955年(昭和30年)3

月に仁井田村、1967年(昭和42年)2月に大東村が合併しました。その後、2005年(平成17年)4月に長沼町、岩瀬村が

合併し、現在の須賀川市となりました。

  
本市の は、平成17年の80,364 を ー に して り、平成27年の 調 では、 は77,441

、 は、26,345 となっています。 

が やかな 傾向にある一 で、 は 傾向にあり、 化の進行がうかが ます。 

年 (14 以 )は13.6 、 年 (65 以上)は25.4 で、年 の 傾向、 年 の 傾向が

き、 化が進行しています。 

・ の 移

15,261
(20.9%)

14,539
(18.9%)

13,428
(16.9%)

12,603
(15.7%)

11,772
(14.8%)

10,534
(13.6%)

48,012
(65.6%)

50,241
(65.2%)

51,600
(65.0%)

51,686
(64.3%)

50,174
(63.3%)

47,214
(61.0%)

9,834(13.5%)
12,240
(15.9%)

14,381
(18.1%)

16,075
(20.0%)

17,321
(21.9%)

19,693
(25.4%)

73,107 
77,020 79,409 80,364 79,267 77,441 

18,925 21,025 23,162 24,726 
25,792 26,345 
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▶都市計画区域（都市計画法第5条）

▶開発許可制度

建物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で、土地の区画や形質の変更（開発行為）行う場合は、知事の許可を

受けなければならないとなっています。現在は、開発許可権限の一部が移譲され、市で許可を行っています。

開発行為とは、 

①道路、生け垣などによって土地の区画を変更する

②切土、盛土、整地などの工事により土地の形状を変更する

③農地や山林などの宅地以外の土地を宅地にする

ことを言います。 

その対象となる条件は、 

①市街化区域・・・1,000㎡以上の規模のもの

②市街化調整区域・・・農林漁業用施設などの、法で定められたもの

③都市計画区域外・・・10,000㎡以上の規模のもの（技術基準のみ適用）

注 ③3,000㎡以上10,000㎡未満のものについては届出が必要です。

について開発許可制度を適用しています。 

指 定 年 月 日

公告（告示）番号
都市計画区域名 面  積  区 域

昭和9.9.20

内務省告示第462号
須賀川都市計画区域 855ha 須賀川町全域

昭和18.12.6 須賀川都市計画区域 7,554ha

須賀川町全域

浜田村全域

西袋村全域

鏡石町全域

855ha 

1,205ha

2,360ha

3,134ha

昭和31.5.4

建設省告示第797号
須賀川都市計画区域 15,415ha

須賀川市一部

大東村一部

鏡石町全域

10,357ha

1,924ha

3,134ha

昭和45.9.1

福島県告示第223号
県中都市計画区域 36,500ha

須賀川市一部

郡山市一部

鏡石町一部

7,800ha

26,400ha

2,300ha

昭和59.6.29

福島県告示第258号
県中都市計画区域 37,120ha

須賀川市一部

郡山市一部

鏡石町一部

7,800ha

27,020ha

2,300ha

平成4.6.30

福島県告示第249号
県中都市計画区域 37,124ha

須賀川市一部

郡山市一部

鏡石町一部

7,800ha

27,024ha

2,300ha

：市街化区域 
：市街化調整区域 
：都市計画区域 
：都市計画区域外 

須賀川地区

長沼地区

西袋地区

大東地区
浜田地区

小塩江地区

稲田地区

岩瀬地区
仁井田地区

◉都市計画区域の変遷

都市計画区域とは、都市計画を策定する場とも言うべ

きもので、健康で文化的な都市活動を確保するという都

市計画の基本理念を達成するために、都市計画法、その

他の法令の規制を受けるべき土地として指定した区域を

いいます。

本市は、1934年(昭和9年)に都市計画法適用による区域

の指定を受け、1943年(昭和18年)、隣接する浜田村、西

袋村と鏡石町を含めた都市計画区域の拡大が行われま

した。

さらに1953年(昭和28年)の町村合併促進法に基づいた

1町4村の合併に伴い、1956年(昭和31年)に都市計画区域

の見直しが行われました。

その後、1968年(昭和43年)に都市計画法が改正され、

1970年(昭和45年)に本市と郡山市、鏡石町の2市1町を一

体とした《県中都市計画区域》が定められ、現在に至っ

ています。

近年、商業施設やレジャー施設などの大規模施設ある

いは廃棄物処理施設などが、郊外部の土地や山間部など

に散発的に立地する傾向があることから、2007 年(平成

19 年)に都市計画法が改正され、郊外への大規模開発が制

限されました。
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▶市街化区域と市街化調整区域（都市計画法第7条） 

な市街化を 、計画的な市街地の形成を るため、1970年(昭和45年)に市街化区域と市街化調整区域を指定しました。 

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域と、 10年以内に 的に市街化を る区域を言います。 

市街化調整区域とは、 な開発による市街地の拡大を制限するため、 の間市街化を 制する区域を言います。 

◉市街化区域・市街化調整区域の変  

定年月日   告示番号

都市計画区域

指定区域 行 区域
市街化区域 市街化

調整区域
計

昭和45.10.15 福島県告示第1012号 1,378  ha 6,442  ha 7,800ha 7,816ha 15,616ha

昭和53.12.26 福島県告示第1720号 1,391  ha 6,409  ha 7,800ha 7,817ha 15,617ha

昭和59. 6.29 福島県告示第861号 1,388.9ha 6,411.1ha 7,800ha 7,818ha 15,618ha

平成 4. 6.30 福島県告示第620号 1,430.2ha 6,369.8ha 7,800ha 7,697ha 15,497ha

平成 6. 2.18 福島県告示第176号 1,477.1ha 6,322.9ha 7,800ha 7,698ha 15,498ha

平成13. 4.10 福島県告示第386号 1,506.6ha 6,293.4ha 7,800ha 7,698ha 15,498ha

平成17. 4. 1 長沼町・岩瀬村との合併 1,506.6ha 6,293.4ha 7,800ha 20,155ha 27,955ha

平成27. 3. 6 土地理 公 1,506.6ha 6,293.4ha 7,800ha 20,143ha 27,943ha

《 き》 
市街化区域と市街化調整区域の区 を《 き》と言いますが、1978年(昭和53年)、1984年(昭和59年)、1992年(平成

4年)、2001年(平成13年)の4 の き見直しと、1994年(平成6年)の 見直しによって、西川地区、 山地区、

上地区（ の ）、西田地区、 田 地区、 地区が市街化区域に されました。

《 きの必要 》 
度成長 に や 業が に都市へ 中したことは、都市の 化をもたらすと に市街地の都市郊外への

な拡散を きました。このため、都市の健全で ある発 を るため、 の発 動向を して、市街地とし

て積 的に整 する区域と、 の間市街地開発を 制し、 を保全する区域を定めたいわ る き制度

が 設されました。県内に いては、県 、県中、いわき、 の都市計画区域に いてこれを定め、都市の健全な発

を目指しています。

－ －
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▶地域地区（都市計画法第 8条）

地域地区

地域地区は、都市計画区域内の土地 用に計画 を た 、適正な制限のもとで合理的な土地 用を るものです。

用 地域

ま には、 宅、商 、事務 、工場など な用 の建物があります。これらの建物が に建築されたのでは、

い い が生 、 に 、 みに い なま になってしまいます。

そこで、 全で みやすいま になるよう土地 用計画に基づいて、建物の 用 、 、 形 （大きさ、

さ ） の ー を定めるのが用 地域の制度です。

本市では、1971年（昭和46年）に6 の用 地域を指定しましたが、都市計画法 建築基準法の改正に伴い、

1973年（昭和48年）に8 に変更しました。

その後、市街化区域の変更や区画整理事業の進 に合わ て、用 地域の区 も変更してきましたが、1992年（平成

4年）に都市計画法 建築基準法が改正され、12 に用 地域が 化されたのに伴い、1996年（平成8年）に10

の用 地域に変更し、現在に至っています。

◉ の 域 

建 い とは 積 とは
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▶市街化区域と市街化調整区域（都市計画法第7条） 

な市街化を 、計画的な市街地の形成を るため、1970年(昭和45年)に市街化区域と市街化調整区域を指定しました。 

市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域と、 10年以内に 的に市街化を る区域を言います。 

市街化調整区域とは、 な開発による市街地の拡大を制限するため、 の間市街化を 制する区域を言います。 

◉市街化区域・市街化調整区域の変  

定年月日   告示番号

都市計画区域

指定区域 行 区域
市街化区域 市街化

調整区域
計

昭和45.10.15 福島県告示第1012号 1,378  ha 6,442  ha 7,800ha 7,816ha 15,616ha

昭和53.12.26 福島県告示第1720号 1,391  ha 6,409  ha 7,800ha 7,817ha 15,617ha

昭和59. 6.29 福島県告示第861号 1,388.9ha 6,411.1ha 7,800ha 7,818ha 15,618ha

平成 4. 6.30 福島県告示第620号 1,430.2ha 6,369.8ha 7,800ha 7,697ha 15,497ha

平成 6. 2.18 福島県告示第176号 1,477.1ha 6,322.9ha 7,800ha 7,698ha 15,498ha

平成13. 4.10 福島県告示第386号 1,506.6ha 6,293.4ha 7,800ha 7,698ha 15,498ha

平成17. 4. 1 長沼町・岩瀬村との合併 1,506.6ha 6,293.4ha 7,800ha 20,155ha 27,955ha

平成27. 3. 6 土地理 公 1,506.6ha 6,293.4ha 7,800ha 20,143ha 27,943ha

《 き》 
市街化区域と市街化調整区域の区 を《 き》と言いますが、1978年(昭和53年)、1984年(昭和59年)、1992年(平成

4年)、2001年(平成13年)の4 の き見直しと、1994年(平成6年)の 見直しによって、西川地区、 山地区、

上地区（ の ）、西田地区、 田 地区、 地区が市街化区域に されました。

《 きの必要 》 
度成長 に や 業が に都市へ 中したことは、都市の 化をもたらすと に市街地の都市郊外への

な拡散を きました。このため、都市の健全で ある発 を るため、 の発 動向を して、市街地とし

て積 的に整 する区域と、 の間市街地開発を 制し、 を保全する区域を定めたいわ る き制度

が 設されました。県内に いては、県 、県中、いわき、 の都市計画区域に いてこれを定め、都市の健全な発

を目指しています。

－ －
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▶地域地区（都市計画法第 8条）

地域地区

地域地区は、都市計画区域内の土地 用に計画 を た 、適正な制限のもとで合理的な土地 用を るものです。

用 地域

ま には、 宅、商 、事務 、工場など な用 の建物があります。これらの建物が に建築されたのでは、

い い が生 、 に 、 みに い なま になってしまいます。

そこで、 全で みやすいま になるよう土地 用計画に基づいて、建物の 用 、 、 形 （大きさ、

さ ） の ー を定めるのが用 地域の制度です。

本市では、1971年（昭和46年）に6 の用 地域を指定しましたが、都市計画法 建築基準法の改正に伴い、

1973年（昭和48年）に8 に変更しました。

その後、市街化区域の変更や区画整理事業の進 に合わ て、用 地域の区 も変更してきましたが、1992年（平成

4年）に都市計画法 建築基準法が改正され、12 に用 地域が 化されたのに伴い、1996年（平成8年）に10

の用 地域に変更し、現在に至っています。

◉ の 域 
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用 地域による建築物の用 制限の 要
用 地域内に ける の保 や商業・工業などの業務の の 進を るために、建築することができる建築物の用

については の制限が行われます。

注）本 は、建築基準法 第 の 要であり、すべての制限について したものではありま 。 

用 地域内の建築物の用 制限 

建てられる用  

建てられない用  

① ② ③ 面積、 の制限あり 

域域域域域域域域域域域域

   

宅、 宅、 、  

用 宅で、 宅部 の 面積が50㎡以 かつ建築物の べ面積の

の 未満のもの 宅部 の用 制限あり 

の 面積が150㎡以 のもの ① ② ③
① 日用 、 、理

建 の ー 業用

のみ。 以  

② ①に て、物 、

、 保 理 、 行の 宅地

建物 業 の ー 業用

のみ。 以  

③ 以  

物 、 を 。 

面積10,000㎡以  

の 面積が150㎡を 、500㎡以 のもの ② ③

の 面積が500㎡を 、1,500㎡以 のもの ③

の 面積が1,500㎡を 、3,000㎡以 のもの

の 面積が3,000㎡を るもの 

事務 の 面積が150㎡以 のもの 

以  

事務 の 面積が150㎡を 、500㎡以 のもの

事務 の 面積が500㎡を 、1,500㎡以 のもの

事務 の 面積が1,500㎡を 、3,000㎡以 のもの 

事務 の 面積が3,000㎡を るもの 

、  3,000㎡以  

ー 場、 ー 場、 場、 場、

場  
3,000㎡以  

 10,000㎡以  

、 こ 、 的場、 ・ 発 10,000㎡以  

場、 画 、 場、 場 200㎡未満 

ャ レー、 ー 、 場  場 を  

、小 、中 、  

大 、 、  

 

出 、一定規模以 の  

、 、  

 

公 場、 、保  

ー 、 体 福 ー  

福 ー、 生施設  600㎡以  

動  3,000㎡以  

（ を ） 300㎡以 、 以  

建築物 動  

①②③については、建築物の べ面積の1 2以 かつ に の制

限

① ① ② ② ③ ③ ① 600㎡以 、 以  

② 3,000㎡以 、 以  

③ 以  一 地の 地について に制限あり 

業  

（15㎡を るもの） 

、 、 、 、 、 、建 、

で作業場の 面積が50㎡以  
3,000㎡以  

や を 化さ る それが に ない工場 ① ① ① ② ②
動 ・作業内 の制限あり 

作業場の 面積 

① 50㎡以  ② 150㎡以  

や を 化さ る それが ない工場 ② ②

や を 化さ る それがやや い工場 

が大きいか は し を 化さ る それがある工場 

動 理工場 ① ① ② ③ ③
作業場の面積 

① 50㎡以  ② 150㎡以  

③ 300㎡以 、 動 の制限あり 

、石 、 などの

物の ・処理の  

が に ない施設 ① ②

① 1,500㎡以 、 以  

② 3,000㎡以  

が ない施設 

がやや い施設 

が い施設 

市場、 場、と 場、 物処理場、 み 場  都市計画区域内に いて都市計画 定が必要 
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－ －

用 地域による建築物の用 制限の 要
用 地域内に ける の保 や商業・工業などの業務の の 進を るために、建築することができる建築物の用

については の制限が行われます。

注）本 は、建築基準法 第 の 要であり、すべての制限について したものではありま 。 

用 地域内の建築物の用 制限 

建てられる用  

建てられない用  

① ② ③ 面積、 の制限あり 

域域域域域域域域域域域域

   

宅、 宅、 、  

用 宅で、 宅部 の 面積が50㎡以 かつ建築物の べ面積の

の 未満のもの 宅部 の用 制限あり 

の 面積が150㎡以 のもの ① ② ③
① 日用 、 、理

建 の ー 業用

のみ。 以  

② ①に て、物 、

、 保 理 、 行の 宅地

建物 業 の ー 業用

のみ。 以  

③ 以  

物 、 を 。 

面積10,000㎡以  

の 面積が150㎡を 、500㎡以 のもの ② ③

の 面積が500㎡を 、1,500㎡以 のもの ③

の 面積が1,500㎡を 、3,000㎡以 のもの

の 面積が3,000㎡を るもの 

事務 の 面積が150㎡以 のもの 

以  

事務 の 面積が150㎡を 、500㎡以 のもの

事務 の 面積が500㎡を 、1,500㎡以 のもの

事務 の 面積が1,500㎡を 、3,000㎡以 のもの 

事務 の 面積が3,000㎡を るもの 

、  3,000㎡以  

ー 場、 ー 場、 場、 場、

場  
3,000㎡以  

 10,000㎡以  

、 こ 、 的場、 ・ 発 10,000㎡以  

場、 画 、 場、 場 200㎡未満 

ャ レー、 ー 、 場  場 を  

、小 、中 、  

大 、 、  

 

出 、一定規模以 の  

、 、  

 

公 場、 、保  

ー 、 体 福 ー  

福 ー、 生施設  600㎡以  

動  3,000㎡以  

（ を ） 300㎡以 、 以  

建築物 動  

①②③については、建築物の べ面積の1 2以 かつ に の制

限

① ① ② ② ③ ③ ① 600㎡以 、 以  

② 3,000㎡以 、 以  

③ 以  一 地の 地について に制限あり 

業  

（15㎡を るもの） 

、 、 、 、 、 、建 、

で作業場の 面積が50㎡以  
3,000㎡以  

や を 化さ る それが に ない工場 ① ① ① ② ②
動 ・作業内 の制限あり 

作業場の 面積 

① 50㎡以  ② 150㎡以  

や を 化さ る それが ない工場 ② ②

や を 化さ る それがやや い工場 

が大きいか は し を 化さ る それがある工場 

動 理工場 ① ① ② ③ ③
作業場の面積 

① 50㎡以  ② 150㎡以  

③ 300㎡以 、 動 の制限あり 

、石 、 などの

物の ・処理の  

が に ない施設 ① ②

① 1,500㎡以 、 以  

② 3,000㎡以  

が ない施設 

がやや い施設 

が い施設 

市場、 場、と 場、 物処理場、 み 場  都市計画区域内に いて都市計画 定が必要 
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▶地区計画（都市計画法第 12 条の 4） 

地区計画は、1980年(昭和55年)の都市計画法の改正により 設された制度で、地区 や生活 の生活 を保全したり整 するため、

道路や公 などの や建築物の用 、 さ、 地の規模などについて、 が して める都市計画です。土地や建物の など

の が となって し合い、 を出し合いながら地区の に た計画をつ っていきます。

本市では、1992年(平成4年)、工業 地の 用促進を るため、 部工業 地42.5haの地区計画の設定を めとして、現在9地区に い

て地区計画を設定しています。
      

地区計画で定める な内

①地区施設の 規模

地区施設とは、 として地区 の 用する区画道路、小公 、 地、 場、その他の公 き地をいい、それらの

や規模を定めます。

②建築物 の制限

・建築物や工作物の用              ・ の

・ 面の の制限               ・ 地面積や建築面積の 制限

・建築物の形 、             ・建 い の 限度

・ 積 、 さの 限度あるいは 限度

③その他の土地 用の制限

現 する 地や 林地の保全

◉地区計画の 成

◉地区計画の 要

区計画
区計画の 区の 区計画の 区の整 の  

区の整
区 の  

の  

番号 名 
地区計画

面積

地区整

区域面積
制   限      の   内   

告示

年月日
告示番号

① 田地区地区計画 22.7ha 22.7ha 用 制限、 面の 、かき・さ の 平 4.11.24 須賀川市告示第114号

② 須賀川 地区地区計画 41.2ha 5.6ha 用 制限 平 4.11.24    第113号

③ 山 地区地区計画 61.3ha 29.5ha 用 制限、 さの制限 平 4.11.24    第112号

部工業 地地区計画 45.9ha 21.9ha 用 制限 令 2. 8.28    第 94号 

上地区地区計画 46.9ha 38.2ha 用 制限、 地面積の 限度、 さの制限、 面の 平 8. 7. 3    第 91号 

の 地区計画 23.9ha 23.9ha 用 制限、建 ・ 積、 面の 、かき・さ の 平 8.11. 6    第146号

田 地区地区計画 10.3ha 10.0ha 用 制限 平13. 4.10    第 34号 

地区地区計画 10.1ha 10.1ha 用 制限 平13. 4.10    第 35号 

昭和町地区計画 27.8ha 24.6ha 用 制限、 面の 、建築物の 告・ の制限 平20.12. 4    第109号
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▶市街地開発事業（都市計画法第 12条）

土地区画整理事業
土地区画整理事業は道路、公 、 道などの公 施設の整理と、土地の区画や形状を整 る事業を一体的に進めて土地の

用 進を ります。市街地整 を面的に 適で の い 的な都市 を形成する な事業 法として 都市計画の

と言われています。

本市では、中 市街地の づ りのため、1962年(昭和37年)に中部区画整理事業を まりとして、東 動 道須賀川

の設 に伴い、事業面積が270haを る西川地区での区画整理事業を 開し、 ー ー の進 に対 した市街地の形

成を りました。

土地区画整理事業は、9 で 施・計画されていましたが、昭和町地区の区画整理については、2008年(平成20年)に計画を変

更し、区画整理事業を りやめ、8 412.5haとなり、全 で事業 しています。 

◉土地区画整理事業の 要            ◉ 一 （都市計画道路）

番号 名 施行 施行面積 事業 可 地処 公告

① 中部地区 市 26.2ha 昭37. 8.20 昭48. 8.31

② 西川 市 216.2ha 昭46.11. 1 昭59.11.16

③ 西川第 市 3.6ha 昭55. 1.14 昭62. 8.21

山 市 51.4ha 昭50. 3.12 昭59. 5.29

須賀川 市 41.6ha 昭58. 6.14 平28. 6.17

山  市 57.6ha 昭59. 7.17 平29. 8.18

町 市 3.3ha 昭62.12.18 平23. 3.25

 市 12.6ha 平 4. 7.27 平16. 5.28

▶都市施設（都市計画法第 11 条） 

都市計画道路 
都市計画道路は、1938年(昭和13年)に須賀川 を中 に 場を含めて 路 が 定されたのが まりです。

これにつづいて、1942年(昭和17年)、1949年(昭和24年)、1959年(昭和34年)に計画の と変更を行い、1967年(昭和42年)

に市街化の動向と 状 に対 するために大 な変更を行いました。

その後、東 動 道須賀川 の設 や 、山 、 区画整理事業、 に福島 道に し

た道路の 変更や未整 路 の 廃合を行い、30路 68,000 が計画 定されています。

◉都市計画道路の計画 定（変更） 整 の 要 

番号 路 名 （ ） 長（ ） 整 長（ ） 整 （ ） 計画 定年月日 告 示 番 号

3.3.1 ① 道 号  7,580 7,580  100.0  令 3. 2.12 福島県告示第 172号

3.3.4 ② 道 号  2,480 2,480  100.0  昭61.12.26  第2056号

3.3.101 ③西部  40 40  100.0  平 6. 7.20  第 658号

3.3.201 町西川  2,200 1,990  90.5  昭57.12.24  第1726号

3.3.202 東部 状  5,110 5,110  100.0  平 6. 3. 1  第 215号

3.4.203 一  4,100 2,660  64.9  令 3.12.17 須賀川市告示第 140号

3.4.204 須賀川 江   1,200 460  38.3  平 3.11. 1 福島県告示第1030号

3.4.205 田川  6,160 5,510  89.4  平10. 2.27  第 182号

3.4.206 須賀川 町   2,440 1,975  80.9  昭57.12.24  第1726号

3.4.207 田 山  980 980  100.0  昭57.12.24  第1726号

3.4.208 長 町江  2,610 2,340  89.7  平 6.12. 6  第1135号

3.4.209 上 和田  1,490 0  0.0  平 4.11.24  第1276号

3.4.210 田  560 0  0.0  昭49. 4.12  第 354号

3.4.211 町一  2,930 2,774  94.7  平 3. 7.12  第 654号

3.4.212 田西田  1,950 1,950  100.0  昭49. 4.12  第 354号

3.4.213 稲  1,500 1,500  100.0  昭49. 4.12  第 354号

3.4.214 一  1,690 1,690  100.0  平10. 2.27  第 182号

3.4.215 町 江  1,430 900  62.9  平 3.11. 1  第1030号

3.4.216  870 870  100.0  平 3.11. 1  第1030号

3.5.217 田  1,560 863  55.3  平 5.11. 4 須賀川市告示第 86号

3.5.218 大町浜  2,070 1,410  68.1  昭49. 4.25  第 10号

3.4.219 山 土  1,560 1,560  100.0  平 6. 3. 1 福島県告示第 215号

3.5.220 月 平  2,120 1,720  81.1  昭63.11. 8 須賀川市告示第 53号

3.4.221 山 西田  660 660  100.0  昭58.12.16 福島県告示第1770号

3.4.222 江 川  2,320 300  12.9  平 6.12.18  第 178号

3.4.224 ジ 田 石   540 540  100.0  昭58.12.16  第1770号

3.4.225 向 石  670 670  100.0  平22. 3.12  第 152号

3.6.228 山  670 670  100.0  昭60. 7. 3 須賀川市告示第 25号

3.5.229 山 沼  1,330 1,330  100.0  平 1.11. 9  第 46号  

3.3.230 福島  7,180 7,180  100.0  平 6.12.16 福島県告示第1133号

合 計 （ 路 ）  68,000 57,712  84.9 
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区
画

都
市
計
画

▶市街地開発事業（都市計画法第 12条）

土地区画整理事業
土地区画整理事業は道路、公 、 道などの公 施設の整理と、土地の区画や形状を整 る事業を一体的に進めて土地の

用 進を ります。市街地整 を面的に 適で の い 的な都市 を形成する な事業 法として 都市計画の

と言われています。

本市では、中 市街地の づ りのため、1962年(昭和37年)に中部区画整理事業を まりとして、東 動 道須賀川

の設 に伴い、事業面積が270haを る西川地区での区画整理事業を 開し、 ー ー の進 に対 した市街地の形

成を りました。

土地区画整理事業は、9 で 施・計画されていましたが、昭和町地区の区画整理については、2008年(平成20年)に計画を変

更し、区画整理事業を りやめ、8 412.5haとなり、全 で事業 しています。 

◉土地区画整理事業の 要            ◉ 一 （都市計画道路）

番号 名 施行 施行面積 事業 可 地処 公告

① 中部地区 市 26.2ha 昭37. 8.20 昭48. 8.31

② 西川 市 216.2ha 昭46.11. 1 昭59.11.16

③ 西川第 市 3.6ha 昭55. 1.14 昭62. 8.21

山 市 51.4ha 昭50. 3.12 昭59. 5.29

須賀川 市 41.6ha 昭58. 6.14 平28. 6.17

山  市 57.6ha 昭59. 7.17 平29. 8.18

町 市 3.3ha 昭62.12.18 平23. 3.25

 市 12.6ha 平 4. 7.27 平16. 5.28

▶都市施設（都市計画法第 11 条） 

都市計画道路 
都市計画道路は、1938年(昭和13年)に須賀川 を中 に 場を含めて 路 が 定されたのが まりです。

これにつづいて、1942年(昭和17年)、1949年(昭和24年)、1959年(昭和34年)に計画の と変更を行い、1967年(昭和42年)

に市街化の動向と 状 に対 するために大 な変更を行いました。

その後、東 動 道須賀川 の設 や 、山 、 区画整理事業、 に福島 道に し

た道路の 変更や未整 路 の 廃合を行い、30路 68,000 が計画 定されています。

◉都市計画道路の計画 定（変更） 整 の 要 

番号 路 名 （ ） 長（ ） 整 長（ ） 整 （ ） 計画 定年月日 告 示 番 号

3.3.1 ① 道 号  7,580 7,580  100.0  令 3. 2.12 福島県告示第 172号  

3.3.4 ② 道 号  2,480 2,480  100.0  昭61.12.26  第2056号  

3.3.101 ③西部  40 40  100.0  平 6. 7.20  第 658号  

3.3.201 町西川  2,200 1,990  90.5  昭57.12.24  第1726号  

3.3.202 東部 状  5,110 5,110  100.0  平 6. 3. 1  第 215号  

3.4.203 一  4,100 2,660  64.9  令 3.12.17 須賀川市告示第 140号  

3.4.204 須賀川 江   1,200 460  38.3  平 3.11. 1 福島県告示第1030号  

3.4.205 田川  6,160 5,510  89.4  平10. 2.27  第 182号  

3.4.206 須賀川 町   2,440 1,975  80.9  昭57.12.24  第1726号  

3.4.207 田 山  980 980  100.0  昭57.12.24  第1726号  

3.4.208 長 町江  2,610 2,340  89.7  平 6.12. 6  第1135号  

3.4.209 上 和田  1,490 0  0.0  平 4.11.24  第1276号  

3.4.210 田  560 0  0.0  昭49. 4.12  第 354号  

3.4.211 町一  2,930 2,774  94.7  平 3. 7.12  第 654号  

3.4.212 田西田  1,950 1,950  100.0  昭49. 4.12  第 354号  

3.4.213 稲  1,500 1,500  100.0  昭49. 4.12  第 354号  

3.4.214 一  1,690 1,690  100.0  平10. 2.27  第 182号  

3.4.215 町 江  1,430 900  62.9  平 3.11. 1  第1030号  

3.4.216  870 870  100.0  平 3.11. 1  第1030号  

3.5.217 田  1,560 863  55.3  平 5.11. 4 須賀川市告示第 86号  

3.5.218 大町浜  2,070 1,410  68.1  昭49. 4.25  第 10号  

3.4.219 山 土  1,560 1,560  100.0  平 6. 3. 1 福島県告示第 215号  

3.5.220 月 平  2,120 1,720  81.1  昭63.11. 8 須賀川市告示第 53号  

3.4.221 山 西田  660 660  100.0  昭58.12.16 福島県告示第1770号  

3.4.222 江 川  2,320 300  12.9  平 6.12.18  第 178号  

3.4.224 ジ 田 石   540 540  100.0  昭58.12.16  第1770号  

3.4.225 向 石  670 670  100.0  平22. 3.12  第 152号  

3.6.228 山  670 670  100.0  昭60. 7. 3 須賀川市告示第  25号  

3.5.229 山 沼  1,330 1,330  100.0  平 1.11. 9  第 46号  

3.3.230 福島  7,180 7,180  100.0  平 6.12.16 福島県告示第1133号  

合 計 （ 路 ）  68,000 57,712  84.9 

－ －

都
市

都市公  

公 や 地は、市 の いとレ ー の場として大切な を たしています。

また、 の や 活動の場 としての を 、公 ・ などの都市 間として、 全で 適な都市

生活を う で、 かすことのできない施設です。

本市の都市公 は、1959年(昭和43年)の 合公 の 公 が計画 定されたのが で、2005年(平成17年)の合併に

より特定地区公 である大 川公 が わり、現在41公 （計画 定しているのは21公 ）が設 されています。

その か、 動場として 川 目的 場（市 ー 場）や、市街地の 地域 確保

のため、 の などの ー が10 設 されています。

◉都市公 の

◉ 公                           ◉須賀川地 生 ー み 物処理場  

み 物処理場 
の み 場・ 物処理場は、施設の 化と 用年 に伴い、施設更 の為、都市計画 定を行い、 し

い み 物処理場が2019年(平成31年)4月から 開 となりました。

◉ み 物処理場の 要 
名 面          積 処 理   計画 定年月日 告 示 番 号 

須賀川地 生 ー  み 物処理場 24,100㎡
 95 日 

し 処理施設 97 日
平27.6.24 須賀川市告示第82号

場 
を 用しての 、 、 物などは年 傾向にあります。須賀川 の の改 を目指し、

ある 用の促進と都市 の 化を るため、1991年(平成3年)に須賀川 場の計画 定を

行い、1993年(平成5年)に 成し、 、 などに 用されています。

◉ 場の 要 

名 面    積          計画 定年月日 告 示 番 号 

須賀川 場 630㎡ 地上2 880 平3.11.1 須賀川市告示第90号

    内    

区基

公  

街区公 として、街区に する の 用に供することを目的とする公 で たり面積0.25haを 準としています。

近隣公 として、近隣に する の 用に供することを目的とする公 で たり面積2haを 準としています。

地区公 として、 内に する の 用に供することを目的とする公 で たり面積4haを 準としています。

特定地区公

（ ー ー ）
都市計画区域外の一定の町村に ける農山漁村の生活 の改 を目 とする公 で面積4haを 準としています。

都市基

公  

合公
都市 全 の 、 、散 、 、 動 合的な 用に供することを目的とする公 で都市規模に

たり面積10 50haを 準としています。

動公
都市 全 の として 動の用に供することを目的とする公 で都市規模に たり面積15 75haを 準と

しています。

大規模

公 

域公
地 生活 、 として一つの市町村を る 域のレ ー 要を することを目的とし面積50ha以上を 

準としています。

レ ー 都市
大都市その他の都市 から発生する 域のレ ー 要を することを目的とし、全体規模面積1,000haを

準としています。

      公   
として一つの都 県を るような場合や 的な 念事業として が設 する公 で面積300ha以上を 準として

います。

地

特 公 公 、動 物公 、 公 、 特 な公 で、その目的に し します。

地 大 や の公 と の から 地域や商業地域を することを目的とします。

都市 地 として、都市の 的 の保全 に改 、都市の の向上を るために設けられる 地です。

  道 に ける 路の確保、都市生活の 全 適 の確保を目的としています。
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道 
公 道は、 間が生活や生 活動に いて した （ ）を、きれいにして に す施設です。

た は長い間、 を 川 へ直接 し けてきました。その 、公 用 域の 質 、そして の 化を

いてしまいました。

公 用 域の 保 ・保全のためには、公 道は かすことのできない施設です。その整 は がなければなら

ないものであり、 川 の 域の 体が して 道を整 することにより、その は大き 現われることにな

ります。これが 域 道事業であり、本市公 道は、福島県と した 川 域 道整 合計画

に 川上 域 道（県中処理区）計画 に基づき整 を進めています。

現在の本市の 道処理 は、年 、令和2年度 現在の は50.3 となって ります。

な 、公 道は、 を処理する けでな 、 を し、 地の や を 、都市 を改 する も

っています。

◉ 道処理

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和 年度 令和2年度 

行 区域内  77,218  76,767  76,474  76,123  75,530  

道処理  35,046  36,233  36,966  37,505  37,973  

   45.4  47.2  48.3  49.3  50.3  

  令和3年 計すかがわより   

◉ 道の み

－ 9 －
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道 
公 道は、 間が生活や生 活動に いて した （ ）を、きれいにして に す施設です。

た は長い間、 を 川 へ直接 し けてきました。その 、公 用 域の 質 、そして の 化を

いてしまいました。

公 用 域の 保 ・保全のためには、公 道は かすことのできない施設です。その整 は がなければなら

ないものであり、 川 の 域の 体が して 道を整 することにより、その は大き 現われることにな

ります。これが 域 道事業であり、本市公 道は、福島県と した 川 域 道整 合計画

に 川上 域 道（県中処理区）計画 に基づき整 を進めています。

現在の本市の 道処理 は、年 、令和2年度 現在の は50.3 となって ります。

な 、公 道は、 を処理する けでな 、 を し、 地の や を 、都市 を改 する も

っています。

◉ 道処理

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和 年度 令和2年度 

行 区域内  77,218  76,767  76,474  76,123  75,530  

道処理  35,046  36,233  36,966  37,505  37,973  

   45.4  47.2  48.3  49.3  50.3  

  令和3年 計すかがわより   

◉ 道の み

－ －

市都市 ン 、 全 心 住 け るまち を 、市民との

に り、土地利用や都市 の り 、 との 生な 、 力 る都市づくりの と

成 に策 いた ま た  

市 、 の と な 高 化を ま 、 する と整 を図る が生 た

とや、 行 ンの策 ま の中 を る と、 に 災 に る

の 化 を ま た整 が になった とな に を行いま た  

全体

、  

の 、  

都市づくりの

    の 都市 を け、 たちが と を け い た市民 の を け

なが 、 、 、 に る の に づ 、 る と りと が

る 都市 まち づくり を す とを と ます  

都市づくりの基本方針
都市づくりの や 、 を け、都市づくりの を ます

  

都市計画 ー 要

＜都市づくりの基本目標＞ 

安全・安心な都市づくり

循環型の都市づくり

協働の都市づくり

元気な都市づくり

都市施設の適切な整 などにより も

が らしやすい 全で なま づ り

を進めます。

都市と が調和した しい

形成と の 可 なま づ りを

進めます。

や を し、

かな一体 のある のま づ りを

進めます。

地域 の を活かした 業

や、都市間 と都市と農村の を進

め、地域 を めた なま づ りを

進めます。

の 都市 を け、 たちが
と を け い た市民 の

を け なが 、 、 、
に る の に づ 、 りと
が る都市 まち づくりを す

とを と ます  

＜都市づくりのテーマ＞ 

総合計画の将来都市像

『選ばれるまちへ 

ともに歩む自治都市 

すかがわ』

都市づくりのテーマ 

『誇りと愛着が持てる 

都市
ま ち

づくり』
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の都市

ン

都市 を備 る を 、 性の る を ン と ます  

市街地中心 の 中心 を めとする つの ン を ます  

中心

中心 中心市街地を 、市 を めとする や が集 た地区 す  

中心地区と 都市 が集 する都市づくりを進めます  

地区              

地区 たまちづくり の いの

中 た、地域のコ を する

な場 を地区 と ます 地区 、民

力の と の 、市街地と地区を

と の 、交 や な 、

地区の な の と づけます  

の都市

市

ー  

福 ー  

地区  

地区の日 生活に

ける活動や地域

の中 となる

的な場 。 

物  

地区

地区 地区

地区

地区

活動

活動

地区

地区

地区

活動
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の都市

ン

都市 を備 る を 、 性の る を ン と ます  

市街地中心 の 中心 を めとする つの ン を ます  

中心

中心 中心市街地を 、市 を めとする や が集 た地区 す  

中心地区と 都市 が集 する都市づくりを進めます  

地区              

地区 たまちづくり の いの

中 た、地域のコ を する

な場 を地区 と ます 地区 、民

力の と の 、市街地と地区を

と の 、交 や な 、

地区の な の と づけます  

の都市

市

ー  

福 ー  

地区  

地区の日 生活に

ける活動や地域

の中 となる

的な場 。 

物  

地区

地区 地区

地区

地区

活動

活動

地区

地区

地区

活動

－ 2－

市民の 、 いわ の や

の な や が集

いる を中心と 、 な の

交流に る都市づくりを推進 ます  

生 ン        

や く ま の 体

ン ク な の

、住 が た ク

ンについ 、 住

たに居住する たちと 市民との交流の場

と 、 生 ンと づけます  

ク ン ン

地区、 地区 、

集 地、 地 集 地 に する

な や を 全 つつ、

用を図り、市民が と ク

ンの場と 土地利用の誘導を

いく ン す  

地区 や

、 地 の 用を図り、 地区

の市民の 、 な の

地とと に、既 の 用を い ま

す  

交流 ント ン ン

の ント ン る

や整備を予 いる の の 、

な が交流 る場と 、 の 地

域を めた、交流 ント ン ンと づ

けます  

ン

地区、 地区、

地区、 地区に する市街地

と の の 地につい 全

用を図り、既 集 につい 住 と

が た適正な土地利用を誘導 、

や の なる を図ります  

ン

の 、 や の 、

の な の生

を するとと に、 、 地、集

を 全する ン す  

、 、交 の な流 を す つの を ます  

高 域交

都心と 地 を を づ

け、市内 生 る や の 流を

と 用 ます  

域交

や 地 な を づけ、 都

市との 、交流を める ト クを形成

ます 、 、 、

中 、  

高 域

都心と 地 を を

づけます 市に りま が、

を 、 都市との 、

交流を、 交 の る ト クを

形成 ます  

域

、 水 を づけ、 地

域との な 、交流を中心に、 交 の

る ト クを形成 ます  

流域

、 流域 の 、水 を

づけます 水に つつ、 の 全、

都市に いを る 形成を進め、水と 、

に る ト クを形成 ます  

－ 12 －
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都市づくりの

土地利用 

土地 用 （都市計画区域） 

コンパクトな市街地を形成するため な土地利用の推進 

土地利 用の 、用 地域の を  

地の を防 、 な と集 を  

に がる 集 地につい  

を 用するため、 民 の導 を推進

ー の 間
活 による整 促進

土地 用動向により

用 の を行

い、地区計画 によ

る用 に さわしい

形成

西地区の に

した都市施設の整

や適正な土地 用

の

現 土地 用に適合

した用 への変更を

地区  

工業 地は生 の

・向上

に対 した

業務 形成

の さを活かし

た土地の 活用 商業施

設へ用 化を るため、

用 地域の

工業 地は生

の ・向上と た

な工業 積地の確保

な を ・保全

地区

袋田

道118号

の が 、 用の 出

が できることから 川

地区への 規工業 地 積

を  

をいかした

商業施設や 業務施

設 が立地する地区の

形成

地

中 市街地として

れもが 用しやす

、 わいのある商

業・業務地の形成

－ －

道 118 号 整 により

地区 との 化
の 要などに た

計画 の見直し

市道 -12号

道 号を し、郡山市と

の を 化

道118号

西袋地区

仁井田地区

大東地区

仁井田地区

袋田

地域を の整備と  

市街地の を形成する の と整備 

にや い 行 の整備 

たな 交 の

の整備方針

（未整 ）

道路・ の （都市計画区域）
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都市づくりの

土地利用 

土地 用 （都市計画区域） 

コンパクトな市街地を形成するため な土地利用の推進 

土地利 用の 、用 地域の を  

地の を防 、 な と集 を  

に がる 集 地につい  

を 用するため、 民 の導 を推進

ー の 間
活 による整 促進

土地 用動向により

用 の を行

い、地区計画 によ

る用 に さわしい

形成

西地区の に

した都市施設の整

や適正な土地 用

の

現 土地 用に適合

した用 への変更を

地区  

工業 地は生 の

・向上

に対 した

業務 形成

の さを活かし

た土地の 活用 商業施

設へ用 化を るため、

用 地域の

工業 地は生

の ・向上と た

な工業 積地の確保

な を ・保全

地区

袋田

道118号

の が 、 用の 出

が できることから 川

地区への 規工業 地 積

を  

をいかした

商業施設や 業務施

設 が立地する地区の

形成

地

中 市街地として

れもが 用しやす

、 わいのある商

業・業務地の形成

－ －

道 118 号 整 により

地区 との 化
の 要などに た

計画 の見直し

市道 -12号

道 号を し、郡山市と

の を 化

道118号

西袋地区

仁井田地区

大東地区

仁井田地区

袋田

地域を の整備と  

市街地の を形成する の と整備 

にや い 行 の整備 

たな 交 の

の整備方針

（未整 ）

道路・ の （都市計画区域）

－ 14 －
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公 ・ 地 の (市街地）

a を活用した公

の 理・整 の 進

街 み や の

向上につながる 近な公

・ 場の整

宅地化が進 する地区の

な の と

場としての 活用

川・ 川 れ

あい ー や の 地

形の市街地 の 要な公

・ 地を と の

ー の形成

西川中 公

大 公

市の や文化が ら

れる ー の整

と

く 性 な の と の 地の 全、整備 

市民と行政の に る水と の ト ク形成 

を 用 た の賑わい  

化 いる豪雨災害に対 た 水被害対策 

水 に対 た 全 た 水 の  

適な生 に けた 水 の整備 

市民生 に なコ な の  

市 整備の方針 地 )

平 は、 地 ー

や散策路を活かした

や市 の いの場と

して 活用

指定 の上 廃

や 町 を活かした

の公 を

公 施設用地内、 間大規模

施設用地内の 化

宅に ける生け垣の設

の 進

－ 15 －
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公 ・ 地 の (市街地）

a を活用した公

の 理・整 の 進

街 み や の

向上につながる 近な公

・ 場の整

宅地化が進 する地区の

な の と

場としての 活用

川・ 川 れ

あい ー や の 地

形の市街地 の 要な公

・ 地を と の

ー の形成

西川中 公

大 公

市の や文化が ら

れる ー の整

と

く 性 な の と の 地の 全、整備 

市民と行政の に る水と の ト ク形成 

を 用 た の賑わい  

化 いる豪雨災害に対 た 水被害対策 

水 に対 た 全 た 水 の  

適な生 に けた 水 の整備 

市民生 に なコ な の  

市 整備の方針 地 )

平 は、 地 ー

や散策路を活かした

や市 の いの場と

して 活用

指定 の上 廃

や 町 を活かした

の公 を

公 施設用地内、 間大規模

施設用地内の 化

宅に ける生け垣の設

の 進

－ －

ー

形成 の保全の

ー

田

田
ー

田

田
ー

農地、 、 川

からなる田 の

・ 生

の として福島 公 は田 ・山 み

が一体となった かな 形成の 進と

。 生活 業 ー や 道路と

に を

地区の となる

や など地権 との

により保

須賀川 部地区は、公

、街路、 、 地

の 地 を 的に活用

し、 を形成

公 施設・公 や施設

内 示 の形 ・ に し

た都市 の形成

都市 ー

長沼地区

岩瀬地区

長沼地区 ー

岩瀬地区 ー

西袋地区

稲田地区

小塩江地区

仁井田地区

仁井田地区

田

市街地を

田都市

市街地

（ の ）農地 農地

市街地を

農地と 、 の

山が一体となった

な田 を保全

の （ 面東西 向）

ー

地を にする須賀川

ー ー は

に調和

生活 業 ー

川 域とし

て かな生 ・

の保全

な生 と を 成する 地、 の 全と 用 

市街地の ン 形成や ンの  

市民との に る 形成と の 全、 用

の方針

山 保全地域、

山 地 保全地域 の山

林の を保全

－ 16 －
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【山寺地区】 面積：26.0ha 

分類 誘導施設（案） 具体的な施設（構想含む）

医療 病院 病床数80以上

交通 交通結節施設 バス結節

商業 小売店舗 1,000㎡以上の小売店舗・飲

食店

行政 官公庁施設 公民館

保健・福祉 子育て支援施設、

高齢者支援施設

保育所、介護サービス施設・

事業所、高齢者福祉施設、

サービス付き高齢者住宅

【駅周辺地区】 面積：42.7ha 

分類 誘導施設（案） 具体的な施設（構想含む）

交通 交通結節施設 自由通路、駅前広場、駐車場、須賀川駅

商業 小売店舗 1,000㎡以上の小売店舗・飲食店

教育・文化 文化施設、図書館、博

物館、美術館

文化施設

保健・福祉 福祉施設、高齢者支援

施設

障害者福祉施設、保育所、介護サービス

施設・事業所、高齢者福祉施設、サービ

ス付き高齢者住宅
駅周辺地区

中心市街地地区

山寺地区

西川地区

まちなか居住区域

市街化区域

【西川地区】 面積：75.7ha 

分類 誘導施設（案） 具体的な施設（構想含む）

医療 病院 病床数80以上

交流 温浴施設 市民温泉

交通 交通結節施設 バス結節

行政 官公庁施設 公民館

商業 小売店舗 1,000㎡以上の小売店舗・飲食店

スポーツ 体育施設 アリーナ

教育・文化 集会施設 文化センター

保健・福祉 子育て支援施設、
高齢者支援施設

保育所、介護サービス施設・事業所、高齢者福
祉施設、サービス付き高齢者住宅

防災性の高い市街地の形成 

水害や土砂災害予防対策の推進 

集中豪雨に対する洪水被害対策の強化 

市民と行政が一体となった地域防災力の強化

中心市街地の再生、既成市街地の整備 

市街化区域の低未利用地区に対する適正な土地利用の誘導 

まちの賑わいにつながる交流の場づくり

都市の健全化を図るためコンパクトな市街地形成の推進 

居住誘導区域内における防災まちづくりの推進

防災の方針

市街地整備の方針

立地適正化計画の方針

【中心市街地地区】 面積160.8ha 

分類 誘導施設（案） 具体的な施設（構想含む）

行政 官公庁施設 市役所

交流 複合施設 市民交流センター

交通 交通結節施設 バス結節

商業 小売店舗 1,000㎡以上の小売店舗・飲

食店

教育・

文化

文化施設、図

書館、博物館、

美術館

博物館、文化施設

医療 病院 病床数200以上

保健・

福祉

保健施設、

福祉施設、

高齢者支援施

設

保健センター・休日夜間急病

診療所、保育所、病児保育施

設、介護サービス施設・事業

所、高齢者福祉施設、サービ

ス付き高齢者住宅
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◉用途地域の変遷
決定年月日 昭和46.3.30 昭和48.11.9 昭和53.12.26 昭和59.6.29 平成4.6.30 平成4.11.24 平成6.2.18 

新用途地域 
平成8.5.31 平成10.3.13 平成10.7.28 平成13.4.10 

告示番号 福島県告示 福島県告示 福島県告示 福島県告示 福島県告示 福島県告示 福島県告示 福島県告示 福島県告示 福島県告示 福島県告示 
用途別 第357号 第1142号 第1724号 第865号 第624号 第1275号 第177号 第509号 第239号 第678号 第33号 

用途地域 

第１種住居 
専用地域 

住居専用地区 
５５６ha 

２３４ha ２３４ha ２３４.１ha ２３４.１ha ２０７.４ha ２０７.４ha 

第１種低層住居
専用地域 

１８０.１ha １８０.１ha １８０.１ha １８７.２ha 

第２種低層住居
専用地域 

４２.１ha ４２.１ha ４２.１ha ４４.１ha 

第２種住居 
専用地域 

２０７ha ２０７ha ２０７.４ha ２０７.８ha ２１９.６ha ２３２.９ha 

第１種中高層住居
専用地域 

２３２.９ha ２３２.９ha ２３２.９ha ２３２.９ha 

第２種中高層住居
専用地域 

― ― ― ― 

住居地域 ３００ha ３７６ha ３８０ha ３８０.０ha ３８０.０ha ３９８.８ha ４２５.８ha 

第１種住居地域 ３３６.６ha ３３６.６ha ３３３.７ha ３３３.７ha 
第２種住居地域 ９２.４ha ９２.４ha ９２.１ha １０２.４ha 

準住居地域 ― ― ― ― 

近隣商業 ー ３５ha ３５ha ３５.０ha ３５.０ha ３７.１ha ３７.１ha 近隣商業 ３７.１ha ３６.６ha ３９.８ha ４９.９ha 

商業地域 ３６ha ３６ha ３６ha ３６.０ha ３６.０ha ３６.０ha ３６.０ha 商業地域 ３６.０ha ３６.５ha ３６.５ha ３６.５ha 

準工業地域 ６３ha ６７ha ６７ha ６７.０ha ６７.０ha ６７.３ha ７３.９ha 準工業地域 ７４.２ha ７４.２ha ７４.２ha ８９.５ha 

工業地域 ３１６ha ３１６ha ３１６ha ３１７.５ha ３３４.４ha ３２９.２ha ３２９.２ha 工業地域 ３１０.９ha ３１０.９ha ３１０.９ha ２９５.６ha 

工業専用 
地  域 

工業専用地区 
１０７ha 

１０７ha １１６ha １１１.９ha １３５.９ha １３４.８ha １３４.８ha 工業専用地域 １３４.８ha １３４.８ha １３４.８ha １３４.８ha 

計 1,３７８ha 1,３７８ha 1,３９１ha 1,３８８.９ha 1,４３０.２ha 1,４３０.２ha 1,４７７.１ha 計 1,４７７.１ha 1,４７７.１ha 1,４７７.１ha 1,５０６.６ha 

 

凡     例 
用 途 地 域 建ペイ率 

％ 
容積率 
％ 

第一種低層住居専用地域 40 60 

第二種低層住居専用地域 50 100 

第一種中高層住居専用地域 60 200 

第一種住居地域 60 200 

第二種住居地域 60 200 

近隣商業地域 80 200 

商業地域 80 400 

準工業地域 60 200 

工業地域 60 200 

工業専用地域 60 200 

都市計画区域 

市街化区域 

都市計画道路 

都市計画公園・緑地 

運動場 

市町村界 

墓地公園

横山工業団地

鏡石町 

牡丹台公園

翠ヶ丘公園

〇

〇

市民交流センター
ｔｅｔｔｅ

須賀川
市役所

須賀川Ｉ.Ｃ

東
北
自
動
車
道

山寺池 
公園

〇消防署 

北
部
工
業
団
地

衛生センター 

滑川 

郡山市 

国道１１８号

大黒池防災公園 

0 300 1500 3000 m

1：30,000

玉川村 

南部工業団地 

前田川扇町 

国
道
１
１
８
号 

乙字ヶ滝

郡山市 

1309
テキストボックス
用 途 図

1309
テキストボックス
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【山寺地区】 面積：26.0ha 

分類 誘導施設（案） 具体的な施設（構想含む）

医療 病院 病床数80以上

交通 交通結節施設 バス結節

商業 小売店舗 1,000㎡以上の小売店舗・飲

食店

行政 官公庁施設 公民館

保健・福祉 子育て支援施設、

高齢者支援施設

保育所、介護サービス施設・

事業所、高齢者福祉施設、

サービス付き高齢者住宅

【駅周辺地区】 面積：42.7ha 

分類 誘導施設（案） 具体的な施設（構想含む）

交通 交通結節施設 自由通路、駅前広場、駐車場、須賀川駅

商業 小売店舗 1,000㎡以上の小売店舗・飲食店

教育・文化 文化施設、図書館、博

物館、美術館

文化施設

保健・福祉 福祉施設、高齢者支援

施設

障害者福祉施設、保育所、介護サービス

施設・事業所、高齢者福祉施設、サービ

ス付き高齢者住宅
駅周辺地区

中心市街地地区

山寺地区

西川地区

まちなか居住区域

市街化区域

【西川地区】 面積：75.7ha 

分類 誘導施設（案） 具体的な施設（構想含む）

医療 病院 病床数80以上

交流 温浴施設 市民温泉

交通 交通結節施設 バス結節

行政 官公庁施設 公民館

商業 小売店舗 1,000㎡以上の小売店舗・飲食店

スポーツ 体育施設 アリーナ

教育・文化 集会施設 文化センター

保健・福祉 子育て支援施設、
高齢者支援施設

保育所、介護サービス施設・事業所、高齢者福
祉施設、サービス付き高齢者住宅

防災性の高い市街地の形成 

水害や土砂災害予防対策の推進 

集中豪雨に対する洪水被害対策の強化 

市民と行政が一体となった地域防災力の強化

中心市街地の再生、既成市街地の整備 

市街化区域の低未利用地区に対する適正な土地利用の誘導 

まちの賑わいにつながる交流の場づくり

都市の健全化を図るためコンパクトな市街地形成の推進 

居住誘導区域内における防災まちづくりの推進

防災の方針

市街地整備の方針

立地適正化計画の方針

【中心市街地地区】 面積160.8ha 

分類 誘導施設（案） 具体的な施設（構想含む）

行政 官公庁施設 市役所

交流 複合施設 市民交流センター

交通 交通結節施設 バス結節

商業 小売店舗 1,000㎡以上の小売店舗・飲

食店

教育・

文化

文化施設、図

書館、博物館、

美術館

博物館、文化施設

医療 病院 病床数200以上

保健・

福祉

保健施設、

福祉施設、

高齢者支援施

設

保健センター・休日夜間急病

診療所、保育所、病児保育施

設、介護サービス施設・事業

所、高齢者福祉施設、サービ

ス付き高齢者住宅

－ －

須賀川市              市

          

  

                                    

                    

             

    

       

須賀川市の「す」の字を図案化し、

末広がりの市政発展を表していま

す。

【昭和 年制定】

東洋一の牡丹園を誇りとする須賀川市は、豊かな自然

と史跡に富んだまちです。市民一人一人が郷土を愛し、

明るく住みよい進歩発展する須賀川市の未来をめざして

市民憲章を定めます。

・自然を愛し、まちや川を美しくしましょう。

・笑顔と親切で、明るい社会をつくりましょう。

・正しい道を歩み、勤労をたっとびましょう。

・よく学び、教養と文化を高めましょう。

・きまりを守り、文化財や公共物を大切にしましょう。

【昭和 年制定】

の ・ とも される

な大 の が です。

年 20 りが れる 指

定名 須賀川 は、

市 の りです。

須賀川地 の は が

、 的な林 物です。

 須賀川 をは め、

公 、一 、 山な

どの もこの です。

市の た   

昭和 56 年制定

市の あかまつ
昭和 56年制定

市の かわ み
平成 6年制定

しい の と 、

そして大きな ばしが特

の、小さな です。日本

地に し、市内では、

川や 川の 域で見

かけます。

市の である の を す  、

かな を す  、 みわたった大 を す

 、これら須賀川市を象 する 3 を に

市 を す す の の が し 、

に生きる を全 で 現している を

しています。  

平成 11 年制定 

の ー の さと るさ、

の （ ）の な の しさを

た   

平成 6年制定 

ャ ー

ー
ー
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